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5.2 施工 

5.2.1 施工時における環境配慮 

 

【解 説】 

1. 施工時期の配慮 

施工時期の設定に当たっては、生物の生活史における重要な活動時期を考慮する。 

例えば、魚類の繁殖時期においては、河川や水路工事の施工時期を避ける等、生物の重要な繁殖・

生育時期と重ならないように配慮する。やむを得ず影響が懸念される時期に工事を行う場合は、生物

の移動・移植等、影響軽減対策を講じるものとする。 

 

2. 段階的な施工による配慮 

一度に広範囲において工事を実施すると地域の生態系や周辺環境に与える影響が大きくなるため、

生物のネットワークを考慮し、影響を緩和するための工区割や施工方法の変更について検討する。 

例えば、水路において工事を行う際に、工区割や半川締切等の段階的な施工により部分的に工事を

行うことで、ネットワークの連続性が保たれ、工事後に接続する水域から種の供給を受けることが可

能となり、生態系の早期回復が期待できる。 

 

3. 生物の移動・移植 

工事により一時的に生物の生息地を完全に改変してしまう場合は、あらかじめ専門家の助言を踏ま

え、工事実施前に生物の移動・移植を行うことを検討する。また、地域の希少な動植物については、

保全活動を行う関係団体や地域住民等とも連携することが重要である。 

(1) 移動・移植の時期の検討 

移動・移植は、植物の活着しやすい時期等、生活史の中で生息・生育に影響が少ない時期に行う。 

例えば、魚類の繁殖期や植物の開花期など、生活史において重要な時期を避ける対応が必要となる。 

また、複数種の生物が相互に関係しながら生息・生育している場合は、関係する種を含めて保全す

る必要がある。 

(2) 移動・移植作業の検討 

移動・移植作業を行う場合は、専門家の助言を踏まえ、具体的な移動・移植計画を検討するととも

に、移動・移植先の検討（一時的な移動先、移植先も含む。）に当たっては、捕食種の存在や日照、

乾湿条件など、生物の生息・生育環境に留意する必要がある。 

新設したビオトープや保全池などに移動・移植を行う場合は、生物に適した生息・生育環境になる

まで一定期間を要することがある。このため、底土の状態や餌資源の復元状況について調査を行った

上で、複数回に分けて段階的に移動・移植を実施するなど、生息環境の変化による影響を最小限に止

める必要がある。 

なお、移動・移植の際に、外来種を移動させてしまうことがないよう十分注意するとともに、移動・

移植に伴い外来種が侵入していないか確認し、発見した場合は速やかに防除する。 

 

施工時においては、生物への影響が軽減されるよう、環境配慮対策を講じる。なお、設計時に

選定した工法、資材のほか、施工場所や時期などの配慮事項について、施工者に理解されるよう

に努める。 
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【参考事例】 

   [複数種で見る移動時期の適期の例] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：環境に配慮した水田整備「環境配慮施工指針」策定の考え方 （(一社)農村環境整備センター）） 

 

4. 施工時における配慮 

保全対象生物の必要とする生息・生育環境を考慮し、工事期間中における生物への影響を軽減する

ため、遮光・遮音対策や沈砂池等の影響軽減対策を講じることを検討する。 

また、保全区域等、作業上制限を設ける場合は、立ち入り禁止区域をテープやロープで囲むなど作

業上の境界を実際の施工現場で確認できるようにすることが有効である。 

環境配慮施設の施工においては、現場の状況に応じた柔軟な対応が求められる。このため、設計時

に選定した工法、資材、施工場所・時期等の配慮事項について、施工者が理解しておく必要があると

ともに、状況の変化が生じた場合には迅速に関係者と協議し、対策を検討する。 

なお、施工時は土砂の移動や一時的な裸地の出現などが、外来種の侵入や定着の機会となりやすい

ため、仮置土にはブルーシートをかけたり、法面等は早期に在来種を用いた緑化を行うなど、外来種

の生息・生育域が拡大しないよう留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移動の適期 移動の適期 生物の重要期 

【タモロコ】 

【ドジョウ】 
月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 場　所

産卵期

仔魚・稚魚 静水域、水田など

未成魚
静水域、水田、河川

の緩流域

成魚
→

静水域、水田、河川

の緩流域最大17年

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 場　所

産卵期

仔魚

稚魚・未成魚

成魚 → 水草、藻の中など

生物の重要な時期 
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【参考事例】 

  [濁水の流出防止の例] 

項 目 配 慮 内 容 

濁水の流出防止 

 

・水田に濁水を入れ、沈砂池として利用する。 

・濁水防止フェンスを設置する。 

・沈砂池に粗朶を入れ土粒子の付着を促進。 
 

 

 

 

 

  

水田を借り入れ沈砂池として利用 濁水防止フェンスによる抑制 沈砂池に粗朶を入れ、土粒子の付

着を促進 

 

【参考事例】 

 [伐採、草刈時の配慮の例] 

項 目 配 慮 内 容 

伐採・草刈範囲をテープ・ロ

ープで囲む 

・保全区域の設定により作業上制限を設ける場合、作業上の境界が施工

現場で確認できるよう配慮。 

保全植物をマーキング ・希少植物・存置育成木等、伐採を禁止する植物にマーキング。 

部分的・段階的な伐採等 ・地域に生息する生物の消失を防ぐため、段階的に伐採や草刈を実施。 

 

 

   

  

伐採範囲をテープで囲み、伐採範

囲の境界を明示 

 

伐採を禁止する植物（ハンノキ）

をマーキング 

 

 段階的な草刈を実施 
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【参考事例】 

[発生した問題と対応方針の例] 

■調査・計画段階では確認されなかった希少な生物が見つかった。 

 

 

 

 

 

 

 

■切土面から湧水が発生した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■新たに造成した法面や仮置き土の上に特定外来種が繁茂した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[発生した問題点] 

施工のため、排水路の水位を低

下させたところ、希少な生物の

生息が確認された。 

[対応方針] 

①水替えを中止し、速やかに水位の回復を図る。 

②関係者へ連絡し、対策について協議する。 

③工事を続行する場合、希少な生物を一時避難させる移動先

を検討。 

④専門家と連携して移動計画と作業者を検討。 

⑤希少な生物の移動とモニタリング対応。 

[発生した問題点] 

山際を掘削中に湧水が発生。 

下流の土水路の水位が低下し、

生息するホトケドジョウへの

影響が懸念された。 

[対応方針] 

①湧水箇所を確認し、仮設パイプで集水する。 

②周辺の土水路や湿地等の水位に大きな変化がないか確認。 

③下流の土水路の水位が低下していたため、監督職員、専門

家等に立会ってもらい対応を検討。 

④土水路に生息するホトケドジョウへの影響が示唆されたた

め、集水した湧水を下流の土水路に導水した。 

 

[発生した問題点] 

掘削土をヤードに仮置きして

いたところ、外来種のオオキン

ケイギクが生えてきて繁茂し

てしまった。 

[対応方針] 

①繁茂したオオキンケイギクを駆除し、適切な方法で処分す

る。 

②工事区域内やその周辺にオオキンケイギクが他にも繁茂し

ていないか確認し、他にも確認された場合には駆除を行う。 

③仮置土にブルーシートをかける等して、再度繁茂しないよ

う処置を行う。 

④一度オオキンケイギクが繁茂した仮置土の処分方法につい

ては、専門家等の指導を仰ぐ。 
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【参考事例】  

［工法の変更と施工時の配慮］ 

                               （両総地区（千葉県東金市））  

 

 

1．背景 

幹線用水路の計画路線上の沼において、希少生物であるトウキョウサン

ショウウオの存在が確認された。 

このため、トウキョウサンショウウオ等が生息している沼とそれを取り

囲む周辺の林を保全するため、学識経験者の意見を聞きながら、工法の変

更や施工時の環境配慮対策を実施した。 

2．工法の変更 

・当初の施工計画は沼に鋼矢板土留工を打設する開削工法 

・この工法では､沼の掘削や沼の際に生育しているハンノキ等の伐採、機材

等の搬入に伴う沼の半分の埋立てが必要 

・沼及びその周辺を改変しないように推進工法の立坑の位置を変更し､河川

横断部の区間と一体的に推進工法で施工（ミティゲーション：回避） 

3．施工中の環境配慮対策 

工事は10月から3月までであったが､トウキョウサンショウウオ等の生物

に影響を与えないよう、以下の対策を実施。 

・トウキョウサンショウウオの成体が生息する林地や岸辺の環境を可能な限

り保全するため、木々の伐採は最小限の範囲とし､水辺の切り株は萌芽を

期待し極力残置 

・立坑の湧水を抜くと沼が枯れることが懸念されたため、工事期間（3月頃）

の産卵に対応できるよう、沼に水たまり場を存置 

・トウキョウサンショウウオの繁殖活動に影響がないように低振動の機材、 

防音シートによる騒音防止や排水処理のための沈殿槽を設置 

等を実施 

4．モニタリングの結果 

・工事後の現場では沼周辺の切り株に萌芽が見られ、水辺には雑草が繁茂。

沼の形状も工事前と大きな変化はなし 

・工事実施後のモニタリングの結果でも、トウキョウサンショウウオの成体、

卵のう、幼生を確認 

卵のうが発見された沼 

トウキョウサンショウウオの幼生 

トウキョウサンショウウオの卵のう 
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5.2.2 施工指針等の作成 

 

 

  

【解 説】 

1．施工指針の策定と施工管理の徹底 

事業を実施する上での施工時における環境配慮事項を環境配慮のための施工指針等として取りま

とめ、設計業務や工事における特別仕様書等の契約書類に記載することにより、事業主体や施工業者

等の関係者間で、環境配慮に対する考え方を共有することが重要である。 

特に、仮設道路や資材置場としての使用、作業員や重機の立ち入り等により、施工区域以外の生物

の生息・生育環境に影響を与えないよう、立ち入り禁止区域の明示など、施工管理を徹底するものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  環境に配慮した施工を行う上で留意すべき事項を環境配慮のための施工指針等として取り

まとめ、関係者間で情報を共有することが重要である。 

1. 基本方針 

①職員一人ひとりが積極的に環境配慮に取り組む。 

②地域住民とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを積極的に図り、環境配慮に対する要望を聴取するよう努める。 

 

2. 環境配慮事項 

(1) 動植物の生息・生育環境への配慮 

・ 動物の移動経路及び生息・生育環境の確保に努める。 

・ 植生伐採は、必要最小限となるよう配慮する。 

・ 法面の施工に当たっては、現地の表土等を利用するなど、在来植生の回復に努める。 

(2) 周辺環境に対する配慮 

・ 低騒音型・低振動型建設機械、低排出ガス対策型建設機械の使用を推進する。 

・ 工事用に供する道路、建設発生土処理場、材料採取地等においては、散水するなど、砂塵対策を講じる。 

(3) 水質保全に対する配慮 

・ 必要に応じ工事濁水の処理施設等を設置する。 

・ 巡視や水質調査等により、水質状況を把握する。 

(4) 現地発生土の利用 

・ 建設発生土は極力現場内で再利用するものとする。 

 

3. 環境配慮の効果の確認 

・ 必要に応じて効果を確認し、効果不十分であれば対策を講じる。 

「環境配慮のための施工指針」のイメージ 
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2. 個別票等による環境配慮対策の確認 

個別施設ごとに環境配慮事項に関する個別票等を作成する。この個別表に基づき設計、施工等各段

階で事業主体や施工業者がその実施状況を相互に確認するとともに、維持管理、モニタリングの段階

への引継資料として活用する。 

 

【参考資料】       

[環境配慮対策に関する個別票の例] 

                              （嘉例川地区（三重県桑名市）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

縦断面図（B-B　側部)

h=200

止 壁

魚道入口は路床を5cm程度下げ、プールを設ける魚道入口は路床を5cm程度下げ、プールを設ける

止 壁

３００
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魚道入口は路床を5cm程度下げ、プールを設ける
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縦断面図（B-B　側部)

h=200

止 壁

魚道入口は路床を5cm程度下げ、プールを設ける魚道入口は路床を5cm程度下げ、プールを設ける

止 壁

３００

２００
h=200

コンクリート

３５０

中詰石

２００

３００

縦断面図（A-A　流心部)
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越流水深（０．０２ｍ）
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粗石の背後の路床は凹型にし、水深2～3cmのたまりを設ける

コンクリート 中詰石
３５０

１：５.０
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越流水深（０．０２ｍ）
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小さなプールが連続するように粗石を配置する

魚道入口は路床を5cm程度下げ、プールを設ける
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 嘉例川地区では、施工段階の留意事項等を個別票として取りまとめ、維持管理体制に引き継ぎを行うことで、

その後の適切な維持管理・モニタリングにつながっている。 

 

粗石付斜路型魚道の計画、設計、施工上のポイント（個別票） 

計画・設計上のポイント ・前年度のホトケドジョウ遡上試験結果から、魚道形式は粗

石付斜路型の全面魚道、魚道勾配は1/5とする。 

・多様な流況に対応できるように、中央部にミオ筋、両側に

小さなプールが連続する構造とする。 

・遡上魚が助走することができるよう、魚道の下流側には浅

いプールを設ける。 

・既設農業水路との調和に配慮し、荒石には径10㎝内外の地

元産の自然石を使用する。 

 

施工上の留意点 ・荒石は広い平らな面を水平し、１/2以上を路床のコンクリ

ートに埋め込む。 

・工事は魚介類の繁殖期である春季～夏季を極力避けて行う。 

その他のポイント ・魚道に土砂や草が堆積し、機能が低下した場合は除去する。 
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た
め
池
の
特
徴
・
主
な
生
物
 

施
工
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項
 

施
工
時
に
お
け
る
環
境
配
慮
対
策
の
内
容
 

・
ま
と
ま
っ
た
樹
林
帯
（
ﾊﾝ
ﾉｷ
林
）
に
囲
ま
れ
、
ヨ
シ
群
落
や
ジ
ュ
ン

サ
イ
群
落
が
広
く
形
成
 

・
オ
オ
ク
チ
バ
ス
が
多
数
確
認
さ
れ
て
お
り
、
他
の
魚
類
の
個
体
数
は

少
な
い
 

・
下
流
部
の
土
水
路
は
、
多
く
の
魚
介
類
が
生
息
 

・
主
な
生
物
 

植
 
物
：
ｳｷ
ｺﾞ
ｹ、

ﾀﾇ
ｷﾓ
、
ｵｵ
ｱﾌ
ﾞﾉ
ﾒ、

ｼﾞ
ｭﾝ
ｻｲ
 

昆
虫
類
：
ｵｵ
ﾄﾗ
ﾌﾄ
ﾝﾎ
ﾞ、

ｹﾞ
ﾝｺ
ﾞﾛ
ｳ 

魚
 
類
：
ｾﾞ
ﾆﾀ
ﾅｺ
ﾞ、

ｷﾞ
ﾊﾞ
ﾁ、

ﾄｳ
ﾖｼ
ﾉﾎ
ﾞﾘ
 

貝
 
類
：
ﾏﾙ
ﾀﾆ
ｼ、

ﾄﾞ
ﾌﾞ
ｶﾞ
ｲ 

両
生
類
：
ﾆﾎ
ﾝｱ
ｶｶ
ﾞｴ
ﾙ 

 
 
※
赤
字
は
希
少
生
物
 

①
生
物
の
移
植
・
移
動
 

施
工
前
の
落
水
時
に
生
物
の
一
時
的
な
避
難
が
必
要
 

②
締
切
り
に
よ
る
水
辺
の
設
置
生
物
の
保
全
の
た
め
、
た
め
池
全
体

を
乾
燥
さ
せ
な
い
こ
と
が
必
要
 

③
濁
水
処
理
と
ポ
ン
プ
に
よ
る
通
水
 

土
水
路
の
水
枯
れ
を
起
こ
さ
な
い
こ
と
が
必
要
、
ま
た
、
施
工
中

や
施
工
後
に
汚
濁
水
を
流
入
さ
せ
な
い
こ
と
が
必
要
 

④
オ
オ
ク
チ
バ
ス
の
駆
除
 

オ
オ
ク
チ
バ
ス
の
逃
げ
出
し
防
止
対
策
、
及
び
駆
除
が
必
要
 

⑤
立
て
看
板
の
設
置
周
辺
の
休
耕
田
に
希
少
植
物
が
生
育
し
て
い
る

の
で
工
事
用
道
路
や
資
材
置
場
に
し
な
い
こ
と
が
必
要
 

①
施
工
前
に
生
物
を
土
水
路
や
近
隣
の
た
め
池
に
移
動
・
移
植
。
移
動
先
に
は
い
け
す

を
設
け
、
移
動
先
の
生
物
の
生
息
に
影
響
を
与
え
な
い
よ
う
に
配
慮
 

②
た
め
池
全
体
が
乾
燥
し
な
い
よ
う
に
、
締
め
切
り
に
よ
り
一
部
の
水
辺
を
存
置
 

③
水
路
の
生
物
に
配
慮
し
て
施
工
期
間
中
に
沈
砂
池
に
よ
り
濁
水
処
理
を
し
た
後
、
ポ

ン
プ
に
よ
り
通
水
 

④
落
水
に
併
せ
て
オ
オ
ク
チ
バ
ス
の
駆
除
を
町
・
土
地
改
良
区
と
連
携
し
て
実
施
 

⑤
立
て
看
板
等
に
よ
り
休
耕
田
へ
の
立
ち
入
り
を
禁
止
と
す
る
旨
を
施
工
業
者
等
へ
徹

底
 

【
平
面
図
（
写
真
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④
オ
オ
ク
チ
バ
ス
の
駆
除
 

希 少 生 物 が 生 育 し て い る た め 、

立 ち 入 ら な い で 下 さ い 。 

● ● ● ●  

①
生
物
の
移
植
・
移
動
 

 

ジ
ュ
ン
サ
イ
群
落
 

kiyosei_kawanaka
長方形
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5.2.3 住民参加型直営施工 

 

 

 

 

【解 説】 

1. 住民参加型直営施工の目的 

農業農村整備事業などの住民参加の機会を計画策定のみならず、施設の設計、施工まで広げ、「もの

づくり」を通じた地域住民の環境配慮や環境保全への取組の理解と意識の醸成を図る。 

 

2. 住民参加型直営施工の効果・効用 

(1) 施設の補修、修繕の対応のしやすさ 

 住民自らが施設設計に携わっているため、施設の構造や整備方法などが住民に伝達しやすく、補修

や修繕が必要となった際の住民による対応が容易となるメリットがある。 

(2) 地域住民の意識醸成 

 環境配慮施設の整備を住民参加型直営施工により行うことにより、地域住民の施設に対する愛着が

育まれたり、住民参加による施設の維持管理の取組意識が高まることにより、将来にわたって継続的

に維持管理が行われることが期待される。 

 また、直営施工は、計画策定の段階から農家だけでなく地域住民も参加した話合いを持つことによ

り、地域住民の環境への意識、連帯感や地域資源の再認識につながり、農村環境の保全とそれを活か

した新たな地域づくりに向けた取組につながることも期待される。 

(3) 施工工事費の縮減 

 住民参加型直営施工には「労務費支払い方式」と「労務提供方式」の実施方法があり、請負方式に

よる工事費と比較すると工事費用の縮減を見込むことができる。 

 

【参考事例】 

[住民参加型直営施工の例] 

 

（小浜東部地区（福井県小浜市））     （元泉地域農地・水・環境保全組織（山形県河北町）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ビオトープの造成                   石積み水路の改修  

 

 

 

住民参加型直営施工は、地域住民の意識醸成や施設整備への住民の参加を促すことで、

住民による補修・修繕を含む維持管理、地域づくりに向けた取組のきっかけ、工事費縮減等

の効果が期待できる。 
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整備事業の企画

計 画 条 件

● 直営施工の前提条件

・水路の規模

・構造

・水路幅：～1.5ｍ程度

・水路深：～1.0ｍ程度

・木造／組積造（石積み）

①基本構想

②基本計画

計

画

業

務

事業で達成が義務づけられ

ている目標や生態系、景観

に配慮した個々の整備の趣

旨、工夫などを盛り込む

※この段階で住民等に直営施工
実施の投げかけ、相談

・工事範囲の確認
・水路の主な構造体の選定
・工法の検討

・実施の制度上の手続き

③基本設計

測 量

④実施設計

実

施

業

務

計画業務での整備全般にわ

たる趣旨を再検討する最後

の段階

企画・規模・計画の内容を

現実的なものに翻訳し、実

施設計に移る

※直営施工を前提とした設計

・工法の安全性の確認
（構造計算／安全性確認）

・工法の妥当性の確認

・工法の決定

・必要資材の算出
（一括発注の工事費の検討）

・作業手順の調整

・図面の作成／予算の決定
（必要人工の概算）

・段取り、作業手順の確認

※直営施工の実施に向けての準備・実施

⑤ 施 工

実際の直営施工に必要な工

事仕様や数量計算工事内訳

など、極めて具体的な内容

に絞って設計し、それを受

けて施工する

■共通準備

・資材の調達
・人工の調達

■各種作業開始
・水止め
・土砂の移動

・水糸張り
・躯体工事の実施
・埋め戻し

【参考資料】 

  [住民参加型直営施工の実施の流れ（水路改修の例）] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考資料】 

[直営施工による工事費縮減のイメージ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：「住民参加型直営施工による環境配慮施設の整備マニュアル」（(一社)地域環境資源センター）） 
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維持管理 

農業生産性の確保（従来の維持管理） 

ネットワークの保全を考慮した維持管理 

生物・生態系の保全 

地域の活性化、経済効果、 

農業に対する意識の高まり 

文化の継承等 

営農活動における環境への配慮 

第６章 維持管理、モニタリング 

 

6.1 維持管理 

6.1.1 維持管理の留意点  

 

 

 

 

 

 

【解 説】 

環境配慮対策を行った施設等が、農業生産面での機能を発揮することはもとより、ネットワークに

おける機能を十分に発揮するように、モニタリングを行いながら維持管理していく必要がある。例え

ば、農業水利施設では、営農活動等に伴う土砂の堆積等により、計画・設計時に想定した流況、水質、

底質等の確保が困難となる場合もあることから、施設内に生息・生育する生物に配慮し、泥上げ等の

維持管理を定期的に行うことが必要である。 

さらに、水管理、除草等の営農活動についても、環境との調和に配慮することにより、環境配慮対

策によるネットワークの保全・形成の効果が相乗的に高まる可能性があることから、農家や地域住民

の協力を得ながら、これらの取組を推進することが重要である。 

このような施設の維持管理に伴う地域の環境保全の効果は、地域全体に及ぶものであり、地域が一

体となった維持管理の取組が将来にわたって継続的に行われるようにすることが重要である。このた

め、事業主体は、調査、計画段階から農家や土地改良区、地域住民など維持管理を実施する主体と十

分な調整に努めることが重要である。 

 

 

［農地・農業水利施設等の維持管理とその効果］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 環境配慮対策を行った施設等が、生物の「生息・生育環境及び移動経路」（ネットワーク）にお

ける機能を十分に発揮するためには、施設の適正な維持管理が重要となる。 

また、地域の環境保全の効果は、地域全体に及ぶものであり、地域が一体となった維持管理の

取組が将来にわたって継続的に行われるようにすることが重要である。 
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【参考資料】 

［生物のネットワークに配慮した維持管理］ 

 

   生物の生息・生育環境への配慮に資する維持管理については、以下のような事例があるが、

大別すると①～⑤のような視点となる。 

① 生物の生活史に合わせた水管理（中干し、落水時期の調整） 

② 生物の生活史の中で重要な時期（産卵期等）を避けた維持管理の実施 

③ 生物の生活史に必要な生息・生育環境(底質、水草等)の存置 

④ 生物に悪影響を与える汚濁負荷の軽減 

⑤ 在来種を脅かす外来種の駆除 
 

[保全対象生物に配慮した維持管理の事例] 

地区名 保全対象生物 作業項目 留意点・工夫点 

細越 
（青森県） 

ゲンジボタル、 
ヘイケボタル 

漏水監視、泥上
げ、草刈り 

（水田、水路、
畦畔） 

ビオトープ水田の適切な水深を確認するための漏水監視。 
雪解け時の増水が収まる３月下旬と降雪前の11月中旬に泥上
げを実施。ホタルの成長期間を避け６，９月に草刈りを実施。 

家根合 
（山形県） 

メダカ 草刈り 
（ため池） 

メダカの産卵期（６，７月）を避けて草刈りを実施。水草に卵
が付着している場合があるため、池周りの水草を存置。 
水位を20cmに維持するようゲート操作で調整。 

鶴沼 
（茨城県） 

ヒシクイ、 
オオヨシキリ 

刈払い 
（ため池） 

除草剤の使用を抑制。鳥類の営巣に必要とされる水辺植物を保
全するための草刈りや清掃を実施。 

あち 
（長野県） 

カラスガイ 
 

水抜き 
（ため池） 

水抜き時にカラスガイを仮設池に移し、湛水後は、時期を考慮
して放流。 

木浜 
（滋賀県） 

ドジョウ 泥上げ 
（水路） 

3ｍ間隔で設置されている窪み部分で、ドジョウを残すように
泥上げを実施。 

地域の生物全体 代かき 
（水田） 

濁水防止のため浅水で代かき。止水板を水田排水口に設置。 

天の川沿岸
（滋賀県） 
 

ニゴロブナ 水管理 
（水田、水路） 

ニゴロブナの育成・放流のための水管理。 
きめ細かい管理と見回り、畦の漏水対策の徹底。 
稚魚の育成状況を見て中干し期間を延長。 

きすみの 
（兵庫県） 

トンガリササノハ
ガイ、 

カタハガイ 

除草 
（水路） 

草が繁茂して泥が堆積すると二枚貝が生息しないため、水路内
のマコモやガマを除去。 

田主丸 
（福岡県） 

ヒナモロコ 
(絶滅危惧ⅠＡ類) 

泥上げ 
（水路） 

５月末が産卵シーズンであるため、５月上旬までには泥上げ作
業を終了。 

耕 耘 
（水田） 

除草剤を使用せず４回／年の耕耘。環境保全のため、近傍の休
耕地も一緒に耕耘。 

 

[在来種を脅かす外来種対策に配慮した維持管理の事例] 

地区名 外来種 作業項目 留意点・工夫点 

伊豆沼 
（宮城県） 

オオクチバス 外来種の駆除 
（ため池） 

既にオオクチバスが生息するため池で、産卵期に人工産卵床
を設置し、産卵させたのち卵を守る親魚と共に撤去すること
で繁殖を防止。 

河北潟 
（石川県） 
 

ホテイアオイ 
 

外来種の駆除 
（水路） 

夏に大量繁殖し、冬に個体数が最少となる生活史を踏まえ、
冬季に越冬個体を駆除することで効率的な対策を実施。 
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［工法別の環境配慮施設に係る維持管理作業体系一覧表］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持管理作業体系

階段式

隔壁型（千鳥X型）

隔壁型（ﾊｰﾌｺｰﾝ型）

粗石付片斜曲面式

瀬・淵（水制工）

ワンド

乱杭工、置石工等

敷土、砂、砂利、玉石、植生

床止め工

底版

底版（ポーラスコンクリート）

土水路

かご系（蛇かご工、フトンかご工）

木系（粗朶柵等）

自然石系（石積等）

複合系（井桁沈床工）

二次製品系（魚巣ブロック等）

瀬・淵（水制工）

自然石系（自然石固着金網工）

複合系（捨石等による緩傾斜護岸工）

かご系（蛇かご工、フトンかご工）

木系（木柵護岸工）

二次製品系（多自然型ブロック等）

隔壁型（千鳥X型）

隔壁型（ﾊｰﾌｺｰﾝ型）

排水路堰上げ式

波付管（ｺﾙｹﾞｰﾄ管、電線管等）

波付管（半円形ｺﾙｹﾞｰﾄ管）

半円形

池、水路等 保全池・承水路

・堆積土砂の除去

・保全池内、護岸部の除草

湿地・農地 耕作放棄地、遊休農地等のビオトープ化
・植生の管理（外来種等）

表土 畦畔、法面における表土の利用
・植生の管理（外来種等）

蓋掛け コンクリート、木材等
・劣化した木材の定期的な更新

迂回路 トンネル、橋梁
・移動経路の除草

防護柵 ネット等 ・ネット上に堆積するゴミの除去

 自然石系（石積等）

 かご系（蛇かご工、フトンかご工等）

 木系（粗朶柵等）

 二次製品系（ポーラス等）

壁面 スロープ、ワンド ・移動経路の除草

植生工 植栽
・植生の管理（外来種等）

環境配慮工法の種類

魚道

・魚道入口、魚道内部の堆積土砂、流木等の除去

・粗石付魚道に付着した漂流物等の除去

水路断面

・通水断面を阻害している植生の除去

・水制工、ワンド、乱杭工等へ付着した漂流物の除去

・床止め工上流部の堆積土砂の除去

水田魚道

・田面の水位変動に合わせた堰板の調整

・魚道内部の浮遊ゴミ等の除去

・魚道入口、魚道内部の堆積土砂の除去

・護岸部の除草

・護岸部に付着した漂流物等の除去

・劣化した木系や針金等の定期的な更新緩傾斜護岸

護岸

・通水断面を阻害している植生の除去

・護岸部に付着した漂流物等の除去

・劣化した木系や針金等の定期的な更新

・崩壊している土水路や自然石系護岸の補修

・護岸部の除草

・魚巣ブロック開口部の土砂の除去




